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町公式 LINE町公式 LINE

スマホに町からの
お知らせが届く
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マイナンバーカードマイナンバーカード
休日受付休日受付

予約制予約制

■日時　10 月 5日日
　　　　9:00 ～ 12:00
■場所　役場１階
　　　　税務住民課窓口
■内容
・マイナンバーカード
　申請受付、交付、更新
　�暗証番号変更、健康保
険証紐付けなど
★事前に下記まで
　電話で予約をお願いし
　ます。
※�予約がない場合は休日
　受付を行いませんので
　ご注意ください。
問税務住民課住民国保係
　☎ 582-2114

新型コロナ・インフルエンザ予防接種一部助成新型コロナ・インフルエンザ予防接種一部助成
　町では、新型コロナおよびインフルエンザの感染予防・まん延防止のため、予防接種費
用を一部助成します。接種を希望する人は、下記のとおり指定医療機関で接種してください。

新型コロナ インフルエンザ

対
象
者

①接種時 65歳以上の人
②�接種時 60～65歳未満の人
で、心臓・腎臓・呼吸器な
どに重い障がいがあり、身
体障害者手帳１級相当の人

①接種時 65歳以上の人
②�接種時60～65歳未満の人
で、心臓・腎臓・呼吸器な
どに重い障がいがあり、身
体障害者手帳１級相当の人

①�生後 6カ月～18 歳（高校
3年生相当年齢）までの人

②妊婦

期
間 10月１日～令和8年３月31日 10月１日～12 月27日

自
己
負
担
額

助
成
額

自己負担額 4,700 円
（助成額 10,900 円）
※�生活保護世帯は自己負担な
し、全額町負担

自己負担額1,500円
（助成額3,626 円）
※�生活保護世帯は自己負担な
し、全額町負担

助成額は接種費用のうち1回
あたり1,000 円
（13歳未満は2回分助成※）
※�生活保護世帯は自己負担な
し、全額町負担

持
ち
物

・�マイナ保険証または資格確
認書または健康保険証（年
齢確認のため）
・自己負担金

・�マイナ保険証または資格確
認書または健康保険証（年
齢確認のため）
・自己負担金

・�マイナ保険証または資格確
認書または健康保険証（年
齢確認のため）
・母子健康手帳
・�子ども医療受給者証（住所
確認のため）
・自己負担金

実
施
医
療

機
関

【要予約】
県内の指定医療機関
（主に内科系医療機関）

【要予約】
県内の指定医療機関
（主に内科系医療機関）

【要予約】
伊達郡・伊達市・福島市の指
定医療機関

問
い
合

わ
せ 健康福祉課　健康増進係　☎ 582-1133 健康福祉課　子育て支援係　

☎ 582-1133

※�インフルエンザ点鼻ワクチン「フルミスト」（対象：２～18歳）も助成対象です。
★�指定医療機関以外で接種した場合は、健康福祉課　健康増進係または子育て支援係に問
い合わせてください。

10月1日
接種開始

令和 7年度各種健（検）診　予約開始しました！令和 7年度各種健（検）診　予約開始しました！
　9月26日から10月 10日の期間中、やすらぎ園で各種健（検）診を実施します。対象
者へは8月上旬に受診カードを発送しています。予約の上、健（検）診を受けましょう。また、
受診カードが届いていない人で、健（検）診受診を希望する人は、健康増進係までご相談
ください。

レディース検診
　10月19日日は、子宮頸がん、乳がん検診を実施します。同予約期間に予約の上、検
診を受けましょう。

※�健診会場のやすらぎ園には、自動販売機がありません。水分補給などは各自ご準備くだ
さい。
問健康福祉課　健康増進係　☎582-1133

■健（検）診日時
①日程　9月26日金、9月29日月～10月 4日土、10月 6日月～10日金
②受付　８:00～ 11:00
■健（検）診項目　特定健診、後期高齢者健診、結核検診・肺がん検診、胃がん検診、大
腸がん検診、前立腺がん検診、骨粗しょう症健診、乳がん検診（10月 4日土のみ）
■予約期間　9月 1日月～ 9月 12日金９:00 ～ 17:00（WEB予約は 24時間）
■予約先　【電話】☎050-3659-6178　【WEB】右記二次元コードから
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奥州こおり宿楽市楽座in山車フェス

　9月 28日（日）に開催する町制施行 70周年記念事業「奥州こおり宿楽市楽座 in 山車フェス」の山車の運搬・
運行の補助をしてくれるボランティアスタッフを募集します。詳細は、ホームページをご覧ください。
問総合政策課　広報広聴係　☎ 582-2115

山車の引き手を募集します

野生きのこの出荷制限野生きのこの出荷制限
　町で採取された「野生きのこ」は、放射性物質の影
響により、販売や譲渡、加工食品の原料などへの出荷
が制限されていますのでご注意ください。
　また、一部の品目「野生のまつたけ」「なめこ」「な
らたけ」「むきたけ」については、県の検査を受け、
基準値を下回る場合のみ出荷可能です。検査を希望さ
れる人は、下記まで問い合わせください。
問県北農林事務所　森林林業部林業課
　☎521-2632

アプリで作ろう！アプリで作ろう！
「マイ避難」キャンペーン「マイ避難」キャンペーン

　防災情報のプッシュ通知や「ふくしまマイ避難シー
ト」の作成など、いざというと時に速やかに非難する
ための多くの機能を備えた「福島県防災アプリ」。県
では、アプリを使用し「マイ避難シート」を作成する
と素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを実施して
います。この機会に、ぜひアプリをダウンロードし、
自分に合った避難計画を作成してみましょう。詳細は、
県特設サイトをご確認ください。
■キャンペーン期間
　9月 1日月～ 11月 30日日
■景品
　特賞　福島宿泊券　3万円　5人
　1等　福島牛サーロインステーキ　10人
　2等　ふくしまグルメセット　85人
　3等　オリジナル防災備蓄ボトル6点セット　100人
問アプリで作ろう！「マイ避難」キャンペーン事務局
　（株式会社ル・プロジェ内）
　☎024-932-2232（平日9:00～ 17:00）

5 分でできる！家族の命を守る新習慣

火災・災害情報テレホンサービス火災・災害情報テレホンサービス
電話番号変更のお知らせ電話番号変更のお知らせ

　火災情報などの確認に使える伊達地方消防組合の
「火災・災害情報テレホンサービス」の電話番号が9
月10日水より変更となります。
　新番号は【☎050-5527-3633】となりますので、
お間ち違えのないようお願いします。
※�旧番号【☎024-575-1119】は切り替わると使用で
きなくなります。
※通信料は、利用者負担となります。
問伊達地方消防本部　警防課　☎575-0182
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里親入門講座里親入門講座
　社会的養護の担い手である里親について、町民の理
解を深めてもらい、里親制度の普及促進を図ることを
目的に行います。
■日時・場所　
【福島会場】
　10月 21日火 10:00 ～ 11:30　
　コラッセふくしま　３階会議室 302
【本宮会場】
　11月４日火 10:00 ～ 11:30　
　本宮市商工会館　１階青女研修室
■対象者　県内在住で地域における子育て支援や里親
制度、児童の福祉に関心のある人ならどなたでも受け
ることができます。
■定員　各会場 20人　参加費無料
■内容　里親制度について・里親さんの体験談
■申し込み・問い合わせ　
　ふくしま里親相談センター　
　☎ 090-1080-9664( 平日 8:30 ～ 17:30）
　FAX　024-983-7708
　E-mail　fostering@hoshipital.jp

知ってほしい里親のこと

無料

高齢者のペダル踏み間違い事故防止高齢者のペダル踏み間違い事故防止

　町では、車のブレーキとアクセルのペダル踏み間ち
違いによる事故を防止するため、オートマチック車に
「急加速抑制装置」を設置した高齢運転者に補助金を
交付しています。
■対象装置　車の停車時または徐行時において、アク
セルペダルが強く踏み込まれた際にアクセル開度を電
気的に制御する装置で、ペダル踏み間ち違いなどによ
る急加速抑制装置としての機能を有するもの。
※装置はカー用品店などで購入・取り付けできます。
■補助対象者
（1）満 70歳以上の人
（2）有効期限内の運転免許証を持っている人
（3）�令和 7年 4月 1日以降に業者に依頼し急加速抑

制装置を設置した人
（4）�自らが所有または使用する自家用の車に装置を

設置した人
（5）町税を滞納しておらず、暴力団員などではない人
■補助対象経費　装置の購入費および取付費
■補助金額　補助対象経費の 1/2 以内の額
　　　　　　（上限 2万円）
■補助件数　13件
■申請方法　装置設置後1年以内に、申請書に必要書
類を添えて生活環境課に申請してください。
※詳細は、町ホームページをご覧ください。
問生活環境課　危機管理係　☎582-2123

　就職や退職したときは、国民健康保険の喪失・加入
手続きが必要です。国民健康保険の手続は自動的に行
われません。国民健康保険資格喪失手続きが遅れると、
社会保険に加入した人の分まで国民健康保険税が課税
されてしまいますので、忘れずに手続きをしてください。
■手続が必要なとき
・�国民健康保険に加入している人が就職し、勤務先の
健康保険に加入したとき
・社会保険に加入している家族の扶養になったとき
・�会社を退職し、勤務先の健康保険資格を喪失したとき
・社会保険の被扶養者要件非該当により喪失したとき
■手続の際に持参するもの
＜就職により国民健康保険を抜けるとき＞
・�勤務先で加入した健康保険の「資格情報のお知らせ」
または「資格確認書」のほか「健康保険・厚生年金資
格取得証明書」などの社会保険加入日がわかるもの
※同時に加入した家族がいれば全員分
＜退職により国民健康保険に加入するとき＞
・�「健康保険・厚生年金資格喪失証明書」などの離職
日が分かるもの
問税務住民課　住民国保係　☎ 582-2114

就職・退職したら国保の届出を就職・退職したら国保の届出を

急加速抑制装置設置補助金急加速抑制装置設置補助金

　9月の「世界アルツハイマー月間」にあわせて、認
知症関連のイベントを開催します。
■場所　町役場　１階　町民ロビー
■期間　９月 24日水～ 30日火
■内容　施設利用者の作品展示、認知症に関する映像
上映、町民や認知症当事者のメッセージカード展示
問健康福祉課　福祉介護係　☎ 582-1134

オレンジ展 in こおりオレンジ展 in こおり

オレンジライトアップ
in 旧伊達郡役所

　「世界アルツハイマー月
間」にあわせて、旧伊達郡役
所をライトアップします。
■期間
　9月 18日木～ 25日木

［サイズ］　1枠　横 150px 縦 60px
［ 形 式 ］　JPEG
［ 料 金 ］　1か月 5,000 円～
問総合政策課　広報広聴係　☎ 582-2115

広告募集
町ホームページ掲載



【古着類】
　洗濯済みであること・汚れや破れがないこと・濡れ
ていないこと・気持ちよく着られるものであること。
＜回収できるものの具体例＞
○�Ｔシャツ、ワンピース、ジーンズ、スラックス、ズ
ボン、スーツ、ジャケット、ワイシャツ、ネクタイ、
セーター、フリース（ハンガーなどをはずし、透明
な袋などに入れて持参してください）

＜回収できないものの具体例＞
×�学生服、運動着、作業着、ユニフォーム、スキーウ
エア、布団、マットレス、カーペット、こたつ掛け、
座布団、クッション類

　貴重な資源のリサイクルとごみ減量化のために、古着類と小型家電の特別回収を実施します。

古着類と小型家電の特別回収古着類と小型家電の特別回収 日時 9月20日土　9:00 ～11:00 役場駐車場場所

問生活環境課　環境係　☎ 582-2123

役場

や
す
ら
ぎ
園

よも～よ

回収場所
★

回収場所案内図
【ポイント付与】
　古着・小型家電を持ち込んだ人に、
県環境アプリのポイントを付与しま
す。アプリ（右記二次元コード）を
事前にダウンロードしてお越しくだ
さい。

リサイクルしてポイントGET！

【小型家電】
　常設の回収ボックスに投入できないサイズの小型家
電（縦 15㎝×横 30㎝以上の小型家電）
＜回収できるものの具体例＞
○�家庭用プリンタ、ラジカセ、ファクシミリ、デスク
トップ PC本体 /液晶モニターのみ、据置型ゲーム
機、コントローラー、HDD/DVD/BD レコーダ、
電子レンジ、炊飯器、ホットプレート

＜回収できないものの具体例＞
×�マウス、テンキー、キーボード、ブラウン管モニター、
テレビ、冷蔵庫、エアコン

※�小型充電式電池（右記リサイクルマーク
がついてるもの）を持ち込まれる際は、
電極に透明なビニールテープを貼り、絶縁してくだ
さい。膨張・変形した充電式電池については、当日
の混雑防止のため、別途、生活環境課にご相談くだ
さい。ご理解・ご協力をお願いします。

　「エシカル」とは、「倫理的・道徳的」と言う意味で、
エシカル消費とは、あらゆる人や社会、地域や環境な
どに配慮した商品やサービスを選んで消費する生活ス
タイルのことを指します。
•地元の肉や野菜、果物を買って地産地消する
•マイバッグを使ってレジ袋を断る
•アルミ缶回収を行ってリサイクルに協力する
•フェアトレードコーヒーを購入する　など
　これらは、エシカル消費につながる素晴らしい取り
組みです。エシカル消費に取り組みやすくするために、
さまざまなロゴマーク（下図参考）を表示した商品も
あります。買い物時にこれらのマークを探して、あな
たもエシカル消費を始めてみませんか？
問生活環境課　環境係　☎ 582-2123

始めよう！エシカル消費始めよう！エシカル消費
SDGs 推進

エコマーク MSC
海のエコラベル

FSC
認証マーク

国際フェアトレード
認証ラベル

遊学館よも～よ臨時休館遊学館よも～よ臨時休館
　蔵書点検のため、9 月 30日火は臨時休館となりま
す。本の返却は、玄関左下のブックポストをご利用く
ださい。
※ 9月 29日月は、通常休館日です。
問教育文化課　生涯学習係　☎582-2403

行政相談月間行政相談月間
　総務省は、桑折町を担当する行政相談委員として、
熊谷孔隆さん（☎ 582-3552）と綱島洋一さん（☎
582-2392）に委嘱しています。
　「どこに相談すればいいのかわからない」など、困
りごとがあったら一人で抱えこまず、まずは行政相談
委員に話してみましょう。秘密は守られ、無料で相談
できますので、気軽に相談してください。
問生活環境課　環境係　☎582-2123

気軽に相談を 9月・10月


